
修正箇所 現行 修正後

２．業務実施上の条件 [1]技術士（総合技術監理部門：建設部門 [1]技術士（総合技術監理部門：建設部門
（２）参加表明書に関する要件 　　関連科目）の資格を有し、技術士法による 　　関連科目又は応用理学部門関連科目）
　２）配置予定技術者に対する要件 　　登録を行っている者。 　　の資格を有し、技術士法による登録を行っ
　①配置予定管理技術者等　（１） [2]技術士（建設部門）の資格を有し、技術士 　　ている者。

　　法による登録を行っている者。 [2]技術士（建設部門又は応用理学部門）の
[3]国土交通省登録技術者資格（施設分野： 　　資格を有し、技術士法による登録を行って
　　河川・ダム－業務：計画・調査・設計） 　　いる者。
[4]ＲＣＣＭ（国土交通省登録技術者に登録 [3]国土交通省登録技術者資格（施設分野：
　　された部門を除く）の資格を有し、「登録証 　　河川・ダム－業務：計画・調査・設計）
　　書」の交付を受けている者。 [4]ＲＣＣＭ（国土交通省登録技術者に登録
[5]土木学会認定技術者（特別上級、上級、１ 　　された部門を除く）の資格を有し、「登録証
　　級）（国土交通省登録技術者に登録された 　　書」の交付を受けている者。
　　部門を除く） [5]土木学会認定技術者（特別上級、上級、１

　　級）（国土交通省登録技術者に登録された
　　部門を除く）

平成28年度　立野ダム湛水地斜面検討業務

平成29年2月3日付で公示しました上記業務について、下記のとおり簡易公募型競争入札方式（総合評価落札方式）に係る
手続きの開始の公示を修正致します。


